
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．研究の背景と目標 

 大震災時には、港湾を利用した緊急物資の輸送

や地域経済の復旧・復興のために、港湾の機能の

早期復旧が求められる。この際、まず陸路と海路

双方の早期の啓開作業が行われることになる。海

路については、大規模な津波を伴う震災時には、

津波により多くの漂流物等が港湾区域内の航路

（以下「航路」という。）を障害物として塞ぐこと

となるため、啓開作業も容易ではない。東日本大

震災時には、大津波の被害を受けた東北地方の太

平洋側沿岸の広範囲に分布する多くの港湾におい

て、初期段階に行われた航路の啓開作業により、

緊急物資の輸送及びその後の港湾の経済活動を支 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
える船舶等の航行が可能となり、被災地の救援と

港湾の復旧に重要な役割を果たした。大津波後に

このような広範囲かつ多くの港湾において航路の

啓開作業が行われたのは我が国でも初めてと言え

るものであった。このため、これらの航路啓開作

業事例１）２）の分析を行い、航路啓開作業の手順や

これに必要な資機材の把握などを行うことにより、

今後発生が予想される南海トラフ地震等の大規模

な津波を伴う地震時の航路啓開を円滑に行えるよ

う備えておくことは、重要かつ有効である。 
本論は、東日本大震災時の事例等を基にして、

航路啓開作業の効率的な作業方針をガイドライン

として提案している。ここでは、航路啓開作業の 
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では、3.3 に記述する海底障害物の調査工に関

する情報も併記している。 

 表―１ 航路等の被災実態 

港

湾

等 

調査

異常

点数 

主な海底障害物（異

常点撤去物） 

調 査 方 法

等 

ＮＭＢ等の

調 査 面 積

ha，（ ）** 

八

戸 

938 ｺﾝﾃﾅ多数､製品ﾛー ﾙ紙､古紙

束､車両､ﾄﾝﾊ゙ ｯｸ、トタン屋

根、自販機等 

ＮＭＢ 

(別途深浅

測量) 

244.3

(3,136)

久

慈 

40 L 型ﾌ゙ ﾛｯｸ､自販機､単管ﾊ゚

ｲﾌ゚ ､小型船､鋼板、門扉等 

深浅測量 79.9

(1,736)

宮

古 

134 木材流出多数及び漁網､水

産用機械､車両等 

音 響 測 深

機 

92.9

(540)

釜

石 

54 車両33台､船舶､家屋・建

屋の残骸等 

ＮＭＢ 43.6

(842)

大

船

渡 

236 延縄・筏・ﾌ゙ ｲ等が塊とな

り点在、木材等流出多数、

車両10台以上、ﾄﾗｯｸｸﾚー ﾝ

等＊ 

深浅測量 

 

9.2

(1,033)

石

巻 

6 原木､木材等多数 深浅測量 141.6

(1,925)

塩

釜 

66 漁網 20ｔ､漁船ﾌ゚ ﾚｼ゙ ｬー ﾎ゙

ﾄー多数､車、養殖棚等 

ＮＭＢ､音

響測深機 

139.2

(5,209)

仙

台 

493 ｺﾝﾃﾅ315個､車27台､ｺﾝﾃﾅ

ｷｬﾘｱ等 

ＮＭＢ,音

響測深機 

408.1

**

相

馬 

213 六脚ﾌ゙ ﾛｯｸ､ﾄﾝﾊ゙ ｯｸ、車､小

型船等 

ＮＭＢ 202.9

(1,170)

小 名

浜 

208 車両 21 台、ﾌ゚ ﾚｼ゙ ｬー ﾎ゙ ﾄー

11､六脚ﾌ゙ ﾛｯｸ5基等 

ＮＭＢ､音

響測深機 

552.5

(1,999)

＊）大船渡港は湾口防波堤倒壊により風向きにより漂流物の出入

りが多く広範囲の啓開が必要だった 

**)（ ）は港湾区域面積、なお塩釜の値は仙台を含む 

 

3.2 浮遊障害物の撤去及び封じ込め工 

3.2.1 浮遊障害物の撤去工 

 被災後、最初に行われるのは、海面の浮遊障害

物の撤去である。この工事は交通船、調査船の運

行に必要であり、被災後の早い段階から実施され

た。浮遊障害物撤去の主な方法は、フォークアタ

ッチメント付きのバックホウにて陸上から岸壁際

のものを掴みあげて撤去する方法と、オレンジバ

ケットを装備した起重機船やガット船（オレンジ

バケットを備え自航できる船）により掴みあげる

方法が用いられた。 
3.2.2 封じ込め工 

浮遊障害物は、3.1.3 に記述したように広い範囲

に分布し、潮流や風により移動するものも多いた

め、回収は簡単ではない。これに対しては、宮古

港や石巻港区において行われた、シルトプロテク

ター（以下「シルプロ」という。）を展開して封じ

込める工法が大変効率的だった。この工法に必要

な資機材は、2 隻の曳船とシルプロ１張が一つの

セットとなっていた。この際のシルプロの長さは、

主要航路幅の 1 倍程度以上が必要とであった。な

お、シルプロで集めた浮遊障害物は、陸揚げされ

るまでの暫くの間、そのまま海上で囲い込まれて

いることもあった。 

 
 

3.3 海底障害物の調査工 

3.3.1 異常点の把握 

 海底障害物の撤去に当たっては、まず、海底障

図－１ シルプロによる浮遊障害物の封じ込め状況１） 

中心となる起重機船やガット船をはじめとする作 
業船の種類と量の考え方なども明らかにしている。

これにより、今後発生が予想される南海トラフ地

震等の大規模地震の備えに資するものである。 
 
２．啓開作業の定義と研究の手順 

本論では、標準的な航路等の啓開作業を次の一

連の作業と定義している。まず、航路等の海域に

おいて浮遊障害物を撤去し、その次に海底障害物

の調査を行い、障害物を特定して、その障害物を

撤去する。障害物の撤去が終わると、海上保安庁

が水深の確認を行い、船の通行を許可するという

作業である。この作業は、暫定水深での通行の許

可の際にも同様に行われることがある。 

 本研究は、主に以下の３つ手順に基づいて論旨

を展開している。 
（１）作業実態の情報の収集分析 

 東日本大震災時に大津波による被害を受けた東

北地方の主要港湾（重要港湾以上の港湾）におい

て、航路、泊地及びこれらの隣接海域（以下「航

路等」という。）の被災状況と、航路等の啓開作業

の実態を収集し、整理分析を行う。 
（２）ガイドラインの提案 

今後予想される大規模震災時の港湾機能の早期

復旧に必要な航路等の啓開作業の効率的な実施に

向けて、事前対応や啓開作業の効率化を図るため、

作業手順や必要な資機材等、事前の準備のための

基礎情報としてのガイドラインを提案する。 
（３）まとめ 

本提案が、今後予想される大規模地震時の航路

等の啓開作業の円滑な実施に有効であること、今

後さらに取組むべき課題等をとりまとめる。 
 
３．東日本大震災時における東北各港の航

路被災状況の整理と啓開実態の分析 

3.1 航路等の被災実態 

3.1.1 調査対象港 

 東日本大震災時には、東北地方の太平洋側に面

した全ての港湾が大津波に襲われ大きな被害を受

けた。ここでは、被害を受けた港湾の内、経済活

動等で重要な役割を果たしている重要港湾以上の

港湾・港区、すなわち八戸港、久慈港、宮古港、

釜石港、大船渡港、仙台塩釜港石巻港区、仙台塩

釜港塩釜港区、同港仙台港区、相馬港及び小名浜

港の 10 港湾・港区（以下「港湾等」と記述する。）

を対象にして航路等の被災事例を整理する。 
3.1.2 航路等の２つの被災の状況 

 航路等の被災は２つの状況の混在であった。一

つは、水面上に木材や漁網筏、漂流した標識灯な

どの浮遊障害物がある状況であり、今一つは、海

底にコンテナや自動車、小型船、消波ブロックな

どの海底障害物が沈んでいる状況である。 
3.1.3 浮遊障害物の状況 

浮遊障害物は、港湾内の広い範囲に分布してい

ることが多く、これらの中には、風や潮流などに

より移動するものも多くみられた。主要な浮遊障

害物について見てみると、木材の取り扱いの多い

港である宮古港、石巻港などでは流木などが多く、

また、漁業活動が盛んな大船渡港や塩釜港区では、

筏や漁網などが多くみられた。 
3.1.4 海底障害物の状況 

 海底障害物としては、コンテナの取り扱いが多

い八戸港、仙台港区、小名浜港等ではコンテナが

多く、また、背後に工場や居住地の集中しており、

津波波高も大きかった釜石港、大船渡港などは家

屋の残骸が多くみられた。また、港湾周辺に車が

駐車されていた港は、車が多く沈んでおり、小型

船が比較的多い港は小型船の沈船も多くみられた。

さらに、建設作業などを中心に行われていた久慈

港、相馬港などでは根固めブロックや消波ブロッ

クなどが多くみられた。これらの航路等の被災実

態は表―１に示すとおりであった。なお、同表
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では、3.3 に記述する海底障害物の調査工に関
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釜石港、大船渡港、仙台塩釜港石巻港区、仙台塩

釜港塩釜港区、同港仙台港区、相馬港及び小名浜

港の 10 港湾・港区（以下「港湾等」と記述する。）

を対象にして航路等の被災事例を整理する。 
3.1.2 航路等の２つの被災の状況 

 航路等の被災は２つの状況の混在であった。一

つは、水面上に木材や漁網筏、漂流した標識灯な

どの浮遊障害物がある状況であり、今一つは、海

底にコンテナや自動車、小型船、消波ブロックな

どの海底障害物が沈んでいる状況である。 
3.1.3 浮遊障害物の状況 

浮遊障害物は、港湾内の広い範囲に分布してい

ることが多く、これらの中には、風や潮流などに

より移動するものも多くみられた。主要な浮遊障

害物について見てみると、木材の取り扱いの多い

港である宮古港、石巻港などでは流木などが多く、

また、漁業活動が盛んな大船渡港や塩釜港区では、

筏や漁網などが多くみられた。 
3.1.4 海底障害物の状況 

 海底障害物としては、コンテナの取り扱いが多

い八戸港、仙台港区、小名浜港等ではコンテナが

多く、また、背後に工場や居住地の集中しており、

津波波高も大きかった釜石港、大船渡港などは家

屋の残骸が多くみられた。また、港湾周辺に車が

駐車されていた港は、車が多く沈んでおり、小型

船が比較的多い港は小型船の沈船も多くみられた。

さらに、建設作業などを中心に行われていた久慈

港、相馬港などでは根固めブロックや消波ブロッ

クなどが多くみられた。これらの航路等の被災実

態は表―１に示すとおりであった。なお、同表
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3.4 海底障害物撤去工 

3.4.1 作業船団の形成 

啓開作業の中心は船団による撤去作業である。

各港湾等に投入された啓開作業に用いられた作業

船（以下「啓開用作業船」という。）は、一つには

起重機船(非航式)と押船(又は曳船)が中心となり

必要に応じ揚錨船や監視用の作業船等からなる起

重機船団である。今一つはガット船団である。潜

水士のための潜水士船や、測量船も投入された。

その他の支援船としては、作業員が寝泊まりする

居住区船、土砂等の輸送が必要となった場合の土

運船、起重機船の代用として用いられるクレーン

付き台船なども投入されていた。なお、海底障害

物及び浮遊障害物の撤去工として、最も多く投入

されたのは、起重機船団であった。これらの投入

量の全数を港湾別に整理したものを表－２に示す。 
 表－２ 港湾等別啓開用作業船の種類と投入量 

港湾等 起重船

団数 

ガット

船
 

潜 水

士船 

測 量

船 

その他 

八戸 5  0 3 2 監視船3 

久慈 3  0 2 1 監視船１、交通船１ 

宮古 3 1 3 0  

釜石 2 1 0 1 監視兼交通船１、曳船兼

交通船１、居住船兼給油

船、潜水用ｺﾝﾌ゚ ﾚｯｻ不明 

大船渡 3 1 0 １ 潜水用ｺﾝﾌ゚ ﾚｯｻ不明 

石巻 3 1 3 3 宿泊船1、ｶ゙ ｯﾄﾊ゙ ｼー゙ 1 

塩釜 7 0 1 0 潜水用ｺﾝﾌ゚ ﾚｯｻ不明 

仙台 5* 0 0 2 土運船1、居住区船1、

潜水用ｺﾝﾌ゚ ﾚｯｻ5 

相馬 3 0 2 1 潜水用ｺﾝﾌ゚ ﾚｯｻ3 

小名浜 4** 0 -- 1※ 居住区船1、潜水用ｺﾝﾌ゚

ﾚｯｻ4 

*）塩釜港と２隻重複、**) クレーン付き台船含む、※）潜水士

船と兼ねる、（埋立浚渫協会からのヒアリングを元に整理） 

3.4.2 海底障害物の撤去方法 

撤去方法は、主として 2 つの方法で行われた。一

つは、潜水士が異常点を確認し、障害物を特定し、

起重機船を用いて一つ一つの障害物に玉掛け（ワ

イヤーをシッカリ結び付けること）をして吊上げ

撤去する方法（以下「吊上げ方式」という。）で、

車、船舶、コンテナ、機械類などが、この方法で

撤去された（図－４）。 

 
 
いま一つは、潜水士が障害物に目印竹などを付け

ｵﾚﾝｼﾞﾊﾞｹｯﾄを装備した起重機船やガット船で掴み

あげて撤去する方法（以下「掴み上げ方式」とい

う。）で、沈木やコンクリートブロックなど玉掛け

が困難なものが、この方法で撤去された。 
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害物の位置を把握することが不可欠である。海底

障害物の位置の把握方法としては、深浅測量の機

器を用いていたが、その中でも多数の音響ﾋﾞｰﾑに

より一度に広い幅の測深を行うことができるﾅﾛｰﾏ

ﾙﾁﾋﾞｰﾑ測深器（以下「ＮＭＢ」という。）を用いて

いた港が 10 港中 6 港あった。ＮＭＢは津波後の

海水が濁っている状態の中で、海底障害物の可能

性が考えられる局所的に浅くなっている異常な点

（以下「調査異常点」という。）の分布を短時間で

面的に把握する上で有効な方法であった。なお、

障害物の分布把握後には、障害物の状況に応じて、

潜水士が障害物を一つ一つ特定し、目印を付け、

撤去作業ができる状態にしていたものもあった。 
3.3.2 海底障害物の調査水深 

 啓開作業で求められる水深（以下「啓開水深」

という。）は、基本的には入港する船舶の喫水及び

余裕水深を確保できるものであることである。海

底障害物の形状は様々であるため、啓開水深に海

底障害物の大きさを考慮して、調査水深を決める

必要がある。 
今回の啓開作業の調査工において、震災前の港

湾等における最も深い岸壁の水深（以下「岸壁最

大水深」という。）と、震災後に海底障害物を調査

した際に最も深くまで調べた水深（以下「調査最

大水深」という。）及び調査により調査異常点が発

見された最大水深（推定を含む。以下「異常点最

大水深」という。）を整理したものが図－２である。

これによると、航路の水深が港湾区域内の最大水

深とさほど変わらない八戸港、石巻港、塩釜港と

湾内水深の非常に深い釜石港とを除くと、岸壁最

大水深よりも５～１０ｍ深い水深まで調査を行っ

ていた。また、異常点は岸壁最大水深より５ｍ程

度以上深い場所でも確認されていた。 
さらに、石巻港区における調査では調査水深が

－１３～－１４ｍの地点で、－９.２ｍ～―１０m
程度の浅い部分(異常点)が確認されており、仙台

港等においてはコンテナ等の４ｍ程度の高さの障

害物が見られた実績もあった。 
これらのデータは、大津波被災後の啓開作業の

調査水深を決める一つの目安として岸壁最大水深

よりも５～１０ｍ程度の余裕を持つことが有力で

あることを示している。 

 
3.3.3 調査工における潜水士船の機能 

海底障害物の調査資機材の内、潜水士船隻数及

び潜水用コンプレッサの機材数（以下「潜水士船

隻数等」という。）は、その後行われる海底障害物

撤去工（3.4 に後述）の起重機船による吊上げ方

式による撤去との関係が深い。図－３は、起重機

船団数と潜水士船隻数等の関係を示したものであ

るが、主として吊上げ作業が行われている起重機

船船団数とほぼ同数の潜水士船隻数等となってい

る。これは、吊り上げ方式による障害物の撤去作

業時には潜水士が障害物にワイヤーを玉掛けする

作業が発生するため潜水士船隻数等と起重機船隻

数とは１対１に近い関係にあること、及び調査工

が吊り上げ方式による撤去工に先駆けて一連の作

業として行われていることがよくあることによる

ものと考えられる。このことは潜水士船隻数等と

起重機船団数とがほぼ同数になるように事前に準

備しておくことが効率的であることを示している。 
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啓開作業の中心は船団による撤去作業である。

各港湾等に投入された啓開作業に用いられた作業

船（以下「啓開用作業船」という。）は、一つには

起重機船(非航式)と押船(又は曳船)が中心となり

必要に応じ揚錨船や監視用の作業船等からなる起

重機船団である。今一つはガット船団である。潜

水士のための潜水士船や、測量船も投入された。

その他の支援船としては、作業員が寝泊まりする

居住区船、土砂等の輸送が必要となった場合の土

運船、起重機船の代用として用いられるクレーン

付き台船なども投入されていた。なお、海底障害

物及び浮遊障害物の撤去工として、最も多く投入

されたのは、起重機船団であった。これらの投入

量の全数を港湾別に整理したものを表－２に示す。 
 表－２ 港湾等別啓開用作業船の種類と投入量 

港湾等 起重船

団数 

ガット

船
 

潜 水

士船 

測 量
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その他 

八戸 5  0 3 2 監視船3 

久慈 3  0 2 1 監視船１、交通船１ 

宮古 3 1 3 0  

釜石 2 1 0 1 監視兼交通船１、曳船兼

交通船１、居住船兼給油

船、潜水用ｺﾝﾌ゚ ﾚｯｻ不明 

大船渡 3 1 0 １ 潜水用ｺﾝﾌ゚ ﾚｯｻ不明 

石巻 3 1 3 3 宿泊船1、ｶ゙ ｯﾄﾊ゙ ｼー゙ 1 

塩釜 7 0 1 0 潜水用ｺﾝﾌ゚ ﾚｯｻ不明 

仙台 5* 0 0 2 土運船1、居住区船1、
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相馬 3 0 2 1 潜水用ｺﾝﾌ゚ ﾚｯｻ3 

小名浜 4** 0 -- 1※ 居住区船1、潜水用ｺﾝﾌ゚
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*）塩釜港と２隻重複、**) クレーン付き台船含む、※）潜水士

船と兼ねる、（埋立浚渫協会からのヒアリングを元に整理） 

3.4.2 海底障害物の撤去方法 

撤去方法は、主として 2 つの方法で行われた。一

つは、潜水士が異常点を確認し、障害物を特定し、

起重機船を用いて一つ一つの障害物に玉掛け（ワ

イヤーをシッカリ結び付けること）をして吊上げ

撤去する方法（以下「吊上げ方式」という。）で、

車、船舶、コンテナ、機械類などが、この方法で

撤去された（図－４）。 
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3.5 工期（啓開作業開始日と終了日） 

 発災後 3 ヶ月間における各港湾等の障害物の調

査及び啓開作業の日数及びそれぞれの開始日、終

了日について調べたものが表－３である。啓開作

業の開始は早い港湾では 3 日目であり、大船渡と

相馬を除くと 7 日目（1 週間目）には、啓開作業

が開始されている。相馬は原子力発電所の事故の

影響があったものと考えられ、大船渡は被害が他

の港湾よりも大きかったことが考えられる。久慈

港を除くと調査開始と啓開作業の開始の間にさほ

どの期間を要していない。調査と啓開作業は並行

的に進められている。また、余震による津波注意

報・警報や、天候などの影響により調査・啓開作

業が度々行われない日もあり、実調査日数及び啓

開作業日数は終了日から開始日を差し引いた日数

よりも少なくなっている。また、港湾等の障害物

の状況等が異なるため調査日数、啓開作業日数は

まちまちであるが、5 港湾が震災後１か月以内で

作業を終了しており、さらに 3 港湾が 2 か月以内

で作業を終了している。 
 啓開作業終了の時期を、災害の初動段階から復

旧・復興段階に入る時期と比較するために、各港

湾毎の復興会議３）（各港湾の災害に対する復旧方

針を検討するために地元港湾関係者も参加させて

各港湾毎に設けた会議）の第一回が開催される時

期を同表に整理した。これによると、石巻、仙台

塩釜では地震発生後 1 月以内に開催されているが、

開催が遅い港では 2 ヶ月余り経過した後に開催さ

れている。また、早く開催された石巻及び仙台塩

釜を除けば、啓開作業終了後に開催されていた。 
表－３ 調査及び啓開作業日数 

港湾等

調査 啓開作業  

開
始
日 

終
了
日 

実
調
査
日
数 

開
始
日 

終
了
日 

啓
開
作
業
日
数

復
興
会
議
第
一
回

八戸 7 33 9 10 59 27 73
久慈 3 19 10 10 20 10 63
宮古 4 31 10 3 27 20 68
釜石 3 17 10 4 17 12 62
大船渡 9 20 8 8 21 14 68
石巻 6 48 25 9 64 43 21
塩釜 5 41 21 6 43 30 22
仙台 3 62 16 4 71 48 22
相馬 16 38 13 18 48 20 41
小名浜 7 27 15 9 28 18 35
注) 開始日および終了日は震災発生日から数えた日数 

（東北地方整備局からのヒアリングをもとに整理） 

 なお、東北地方はもともと作業船の在港隻数が

少なかったことと、在港していた作業船も被害を

受けたり作業員が集まらなかったりしたため、大

半の啓開用作業船は東北地方太平洋側以外の地域

から投入された。 
 

４．航路啓開作業ガイドラインの提案 

4.1 用語の定義 

 本章では、航路啓開作業を円滑に進めるための

航路啓開作業ガイドラインを提案する。ここでい

うガイドラインとは、将来の大津波に対応した航
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3.4.3 船団の特性 

起重機船団は、吊上げ方式及び掴み上げ方式の

両方で利用されており、吊上げ能力も比較的大き

く汎用性があるのが特長である。一方でガット船

は掴み上げ方式である。しかし、自航(自力での航

行)ができるため機動力がある。海底障害物には

様々な形状や重量の物があるため、撤去に当たっ

ては、起重機船団での対応を基本とするのが、状

況に応じてガット船を有効に活用することも考慮

すべきである。 

3.4.4 投入船団数と調査面積の関係 

投入された起重機船団数とガット船隻数の合計

を「投入船団数」すると、投入船団数と調査面積

との関係を調べたものが図－６である。調査面積

は、当初に啓開作業が必要と考えられた範囲を示

しているものと考えられるが、投入船団数１隻当

たりの調査面積にはかなりのばらつきがある。そ

の平均は 46ha となっており、小名浜港を除くと 1

船団あたり 80ha 以下となっている。 

 

3.4.5 投入船団数と異常点数の関係 

調査時の異常点数と投入船団数との関係を示し

たものが図－7 である。ここでも、投入船団数と

初期調査異常点数との関係には大きなばらつきが

あるが、平均では異常点数 57 あたりに１船団を投

入していた。また、八戸港を除くと、少なくとも

異常点数 100 あたり 1船団は投入している。 

 

3.4.6 投入船団数と港湾区域面積の関係 

投入船団数と港湾区域の面積とを比較すると図

－８のとおりとなった。港湾区域の面積は浮遊障

害物の広がりを表す指標の一つとして考えられる

ため、投入船団数との関係を調べた。なお、仙台

港区と塩釜港区については、データの関係から合

わせたものを用いた。ここでも投入船団数と港湾

区域面積との関係は港によりばらつきがみられる

が、１船団あたりの平均は 440ha となっている。

八戸港及び仙台塩釜港が平均値よりも若干下方に

外れているが、これを除くと平均値の近傍か、そ

れよりも上方にずれている。図－８に１船団あた

り約 500ha の点線を入れると、ほとんどの港湾等

が点線の近傍または上方になることが分かる。 

これより、投入船団数は少なくとも 500ha 程度

あたり１船団を想定しておくことが適当であると

考えられる。この指標は、他の２つの指標（調査

面積及び調査異常点数）に比べ、事前に明らかに

分かっている指標であるため、あらかじめ投入船

団数を予想するうえで重要な目安となり得る。 
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3.5 工期（啓開作業開始日と終了日） 

 発災後 3 ヶ月間における各港湾等の障害物の調

査及び啓開作業の日数及びそれぞれの開始日、終

了日について調べたものが表－３である。啓開作

業の開始は早い港湾では 3 日目であり、大船渡と

相馬を除くと 7 日目（1 週間目）には、啓開作業

が開始されている。相馬は原子力発電所の事故の

影響があったものと考えられ、大船渡は被害が他

の港湾よりも大きかったことが考えられる。久慈

港を除くと調査開始と啓開作業の開始の間にさほ

どの期間を要していない。調査と啓開作業は並行

的に進められている。また、余震による津波注意

報・警報や、天候などの影響により調査・啓開作

業が度々行われない日もあり、実調査日数及び啓

開作業日数は終了日から開始日を差し引いた日数

よりも少なくなっている。また、港湾等の障害物

の状況等が異なるため調査日数、啓開作業日数は

まちまちであるが、5 港湾が震災後１か月以内で

作業を終了しており、さらに 3 港湾が 2 か月以内

で作業を終了している。 
 啓開作業終了の時期を、災害の初動段階から復

旧・復興段階に入る時期と比較するために、各港

湾毎の復興会議３）（各港湾の災害に対する復旧方

針を検討するために地元港湾関係者も参加させて

各港湾毎に設けた会議）の第一回が開催される時

期を同表に整理した。これによると、石巻、仙台

塩釜では地震発生後 1 月以内に開催されているが、

開催が遅い港では 2 ヶ月余り経過した後に開催さ

れている。また、早く開催された石巻及び仙台塩

釜を除けば、啓開作業終了後に開催されていた。 
表－３ 調査及び啓開作業日数 

港湾等

調査 啓開作業  

開
始
日 

終
了
日 

実
調
査
日
数 

開
始
日 

終
了
日 

啓
開
作
業
日
数

復
興
会
議
第
一
回

八戸 7 33 9 10 59 27 73
久慈 3 19 10 10 20 10 63
宮古 4 31 10 3 27 20 68
釜石 3 17 10 4 17 12 62
大船渡 9 20 8 8 21 14 68
石巻 6 48 25 9 64 43 21
塩釜 5 41 21 6 43 30 22
仙台 3 62 16 4 71 48 22
相馬 16 38 13 18 48 20 41
小名浜 7 27 15 9 28 18 35
注) 開始日および終了日は震災発生日から数えた日数 

（東北地方整備局からのヒアリングをもとに整理） 

 なお、東北地方はもともと作業船の在港隻数が

少なかったことと、在港していた作業船も被害を

受けたり作業員が集まらなかったりしたため、大

半の啓開用作業船は東北地方太平洋側以外の地域

から投入された。 
 

４．航路啓開作業ガイドラインの提案 

4.1 用語の定義 

 本章では、航路啓開作業を円滑に進めるための

航路啓開作業ガイドラインを提案する。ここでい

うガイドラインとは、将来の大津波に対応した航
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3.4.3 船団の特性 

起重機船団は、吊上げ方式及び掴み上げ方式の

両方で利用されており、吊上げ能力も比較的大き

く汎用性があるのが特長である。一方でガット船

は掴み上げ方式である。しかし、自航(自力での航

行)ができるため機動力がある。海底障害物には

様々な形状や重量の物があるため、撤去に当たっ

ては、起重機船団での対応を基本とするのが、状

況に応じてガット船を有効に活用することも考慮

すべきである。 

3.4.4 投入船団数と調査面積の関係 

投入された起重機船団数とガット船隻数の合計

を「投入船団数」すると、投入船団数と調査面積

との関係を調べたものが図－６である。調査面積

は、当初に啓開作業が必要と考えられた範囲を示

しているものと考えられるが、投入船団数１隻当

たりの調査面積にはかなりのばらつきがある。そ

の平均は 46ha となっており、小名浜港を除くと 1

船団あたり 80ha 以下となっている。 

 

3.4.5 投入船団数と異常点数の関係 

調査時の異常点数と投入船団数との関係を示し

たものが図－7 である。ここでも、投入船団数と

初期調査異常点数との関係には大きなばらつきが

あるが、平均では異常点数 57 あたりに１船団を投

入していた。また、八戸港を除くと、少なくとも

異常点数 100 あたり 1船団は投入している。 

 

3.4.6 投入船団数と港湾区域面積の関係 

投入船団数と港湾区域の面積とを比較すると図

－８のとおりとなった。港湾区域の面積は浮遊障

害物の広がりを表す指標の一つとして考えられる

ため、投入船団数との関係を調べた。なお、仙台

港区と塩釜港区については、データの関係から合

わせたものを用いた。ここでも投入船団数と港湾

区域面積との関係は港によりばらつきがみられる

が、１船団あたりの平均は 440ha となっている。

八戸港及び仙台塩釜港が平均値よりも若干下方に

外れているが、これを除くと平均値の近傍か、そ

れよりも上方にずれている。図－８に１船団あた

り約 500ha の点線を入れると、ほとんどの港湾等

が点線の近傍または上方になることが分かる。 

これより、投入船団数は少なくとも 500ha 程度

あたり１船団を想定しておくことが適当であると

考えられる。この指標は、他の２つの指標（調査

面積及び調査異常点数）に比べ、事前に明らかに

分かっている指標であるため、あらかじめ投入船

団数を予想するうえで重要な目安となり得る。 
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とすることが有力である。 

なお、航路啓開の水深については、災害時の緊

急物資輸送等のための船舶を対象として緊急を要

する暫定水深の確保の視点も踏まえて、段階的に

対応する可能性があることも考慮しておく必要が

ある。 

4.4.2 調査方法（ＮＭＢ等の利用） 

調査方法については、津波により発生した海底

障害物は、多種多様なものが、広範囲に分布して

いる場合が多く、その分布密度もばらつきが大き

いため、ＮＭＢ等の装置を用い、広域にわたる異

常点の分布を効率的に把握することが有効である。

これにより概略の障害物の位置にあたりを付けて

おいた上で、潜水士により個々の障害物の特定と

その詳細な位置を確認し、必要に応じ目印等をつ

けておくことが重要である。 

 

4.5 海底障害物の撤去工 

4.5.1 ２つの標準的工法の使い分け 

海底障害物の標準的な撤去方法としては、2 つ

の方法がある。一つは、潜水士が障害物に玉掛け

し、起重機船により吊上げる方法（図－４）であ

り、今一つは、ガット船や起重機船のオレンジバ

ケットで障害物を掴みあげる方法（図－５）であ

る。 
２つの方法は、障害物の種類や状態に応じて使

い分けることとし、コンテナや小型船など形状を

ある程度残したままで撤去したいものは、吊上げ

る方法、吊上げが困難なものや、形状変形を気に

しなくても良いものなどは掴みあげる方法を標準

として用いることとする。 
 撤去作業は、どちらの方法も対応可能な起重機

船団を基本とするが、障害物の状況に応じて自航

式ができる機動力のあるガット船を有効に活用す

ることも考慮すべきである。 

4.5.2 投入必要船団数の予測 

 投入する船団数を予測する指標としては、様々

なものが考えられるが、その中でも被災前に分か

っている指標と、被災後に明らかになる指標があ

る。今回、分析に用いた指標としては、「港湾区域

面積」は前者に属し、「異常点数」は後者に属す。

また「調査面積」は想定される被災規模に応じて

あらかじめ設定することは可能であるが、被災状

況によって変わる面もある。これらの指標からわ

かる範囲で、投入船団数の予測に対するガイドラ

インを示すと以下のとおりである。 

 予め投入船団数の試算を行うための目安として

は、3.4.6 より、少なくとも港湾区域面積約 500ha

当たり１船団以上を用いることが好ましいと考え

られる。なお、今回啓開が行われた何れの港湾に

おいても少なくとも３船団以上は投入されていた

ため、同規模程度の港湾においける投入船団数の

目安として３船団以上を考慮に入れておくことが

好ましいと考えられる。 

 被害発生後の状況に応じて、投入船団数を予測

する指標としては、3.4.5 より、少なくとも 100

異常点当たり１船団以上の投入されることが好ま

しいと考えられる。また、調査面積当たりでは、

3.4.4 より、少なくとも 80ha 当たり１船団が好ま

しいと考えられる。 

 なお、これらの指標は、投入船団数の最低限の

目安を示すものであるが、当然のことながら被害

の状況や、啓開の緊急度等に応じて、投入船団数

を増やしていくことが重要である。 

 

4.6 啓開作業の開始・終了時期と事前準備 

 航路の調査及び啓開作業の開始日については、

2 次災害の発生が無いように配慮する中で、可能

な限り早く行う必要があるが、被災地への緊急物

資の搬入を、被災地における食糧等のストックが

無くなる前に行うことを考えると、調査開始日及

び啓開作業開始日は推奨している食料ストック期

路啓開作業マニュアルの策定や各港における啓開

計画の策定にあたって、基礎的な情報を主要工種

毎に整理しその要点をまとめたものである。 

4.2 航路等の啓開作業の手順 

 航路等の啓開作業の手順としては、まず、浮遊

障害物を撤去又は囲い込みし、その次に海底障害

物の調査を行い、障害物を特定して、その障害物

を撤去することを基本とする。障害物の撤去が終

わると、海上保安庁が水深の確認を行い船の通行

を許可することになる。なお、上記手順は港の被

災状況等に応じ、航路を暫定水深で供用する場合

などの段階的啓開作業も含めて、柔軟な対応が必

要となる場合もあることを想定すべきである。 

4.3 浮遊障害物の撤去工及び囲い込み工 

4.3.1 シルプロ工法の採用 

 航路等の啓開を行う際に、最初に取り組まなけ

ればならないのは、浮遊障害物の撤去である。津

波による被災を受けた港湾では水域に広範囲に浮

遊障害物が存在している場合が多く、これらは風

や潮流などにより移動するものであるため、一つ

一つ撤去する方法は効率が悪い場合が多い。この

ため、浮遊障害物を早期に封じ込める方法として、

囲い込み工を用いることが効果的である。囲い込

み工としては、シルプロのような浮遊障害物を囲

い込み集めることができる機材（以下「シルプロ

等」という。）を展張し 2 隻の曳船等で浮遊物を

囲い込むようにして集める工法（以下「シルプロ

工法」という。）を標準的な方法として提案する。

このシルプロ工法は、特に木材の取扱いが多いな

ど大量の浮遊障害物の発生が予想される港湾等に

おいてより効果が大きい。封じ込めに必要な資機

材については、曳船 2隻とシルプロ等１張を 1セ

ットとして、予め港湾等に 1セット準備しておく

ことが好ましい。この際のシルプロ等の長さは図

－９のような展張時の弛みを考慮して主要航路の

幅の 1.5 倍程度以上が適切である。なお、シルプ

ロ工法で集めた浮遊障害物を暫くの間そのまま海

上で囲い込むことがあることも考慮しておく必要

がある。

4.3.2 オレンジバケット方式又はバックホウ

の採用 

 浮遊要害物の撤去工では、起重機船にオレンジ

バケットを装着た起重機船やガット船により海上

側から掴み上げて撤去する方法と、岸壁や物揚場

付近のものをフォークアタッチメント付きバック

ホウにより陸上から掴み上げる方法とを適切に組

み合わせて行うことが効果的である。この際には

浮遊障害物の漂流位置や囲い込み工による囲い込

み状況等を踏まえて検討することが重要である。 

4.4 海底障害物の調査工 

4.4.1 調査範囲及び調査水深 

調査範囲の設定に当たっては、早期に機能回復

が求められる岸壁を特定し、これらの施設を使用

するために必要な航路、泊地及びその隣接水域を

対象とすべきである。ただし、対象とすべき範囲

の水深が特定された岸壁の水深に比して著しく深

い場合には、3.3.2 の分析結果より調査水深の目

安として特定された岸壁の中で最も深い岸壁の水

深よりも 5～10ｍ程度の余裕を持った深さの範囲

図－９ シルプロ工法の展張状況１） 
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とすることが有力である。 

なお、航路啓開の水深については、災害時の緊

急物資輸送等のための船舶を対象として緊急を要

する暫定水深の確保の視点も踏まえて、段階的に

対応する可能性があることも考慮しておく必要が

ある。 

4.4.2 調査方法（ＮＭＢ等の利用） 

調査方法については、津波により発生した海底

障害物は、多種多様なものが、広範囲に分布して

いる場合が多く、その分布密度もばらつきが大き

いため、ＮＭＢ等の装置を用い、広域にわたる異

常点の分布を効率的に把握することが有効である。

これにより概略の障害物の位置にあたりを付けて

おいた上で、潜水士により個々の障害物の特定と

その詳細な位置を確認し、必要に応じ目印等をつ

けておくことが重要である。 

 

4.5 海底障害物の撤去工 

4.5.1 ２つの標準的工法の使い分け 

海底障害物の標準的な撤去方法としては、2 つ

の方法がある。一つは、潜水士が障害物に玉掛け

し、起重機船により吊上げる方法（図－４）であ

り、今一つは、ガット船や起重機船のオレンジバ

ケットで障害物を掴みあげる方法（図－５）であ

る。 
２つの方法は、障害物の種類や状態に応じて使

い分けることとし、コンテナや小型船など形状を

ある程度残したままで撤去したいものは、吊上げ

る方法、吊上げが困難なものや、形状変形を気に

しなくても良いものなどは掴みあげる方法を標準

として用いることとする。 
 撤去作業は、どちらの方法も対応可能な起重機

船団を基本とするが、障害物の状況に応じて自航

式ができる機動力のあるガット船を有効に活用す

ることも考慮すべきである。 

4.5.2 投入必要船団数の予測 

 投入する船団数を予測する指標としては、様々

なものが考えられるが、その中でも被災前に分か

っている指標と、被災後に明らかになる指標があ

る。今回、分析に用いた指標としては、「港湾区域

面積」は前者に属し、「異常点数」は後者に属す。

また「調査面積」は想定される被災規模に応じて

あらかじめ設定することは可能であるが、被災状

況によって変わる面もある。これらの指標からわ

かる範囲で、投入船団数の予測に対するガイドラ

インを示すと以下のとおりである。 

 予め投入船団数の試算を行うための目安として

は、3.4.6 より、少なくとも港湾区域面積約 500ha

当たり１船団以上を用いることが好ましいと考え

られる。なお、今回啓開が行われた何れの港湾に

おいても少なくとも３船団以上は投入されていた

ため、同規模程度の港湾においける投入船団数の

目安として３船団以上を考慮に入れておくことが

好ましいと考えられる。 

 被害発生後の状況に応じて、投入船団数を予測

する指標としては、3.4.5 より、少なくとも 100

異常点当たり１船団以上の投入されることが好ま

しいと考えられる。また、調査面積当たりでは、

3.4.4 より、少なくとも 80ha 当たり１船団が好ま

しいと考えられる。 

 なお、これらの指標は、投入船団数の最低限の

目安を示すものであるが、当然のことながら被害

の状況や、啓開の緊急度等に応じて、投入船団数

を増やしていくことが重要である。 

 

4.6 啓開作業の開始・終了時期と事前準備 

 航路の調査及び啓開作業の開始日については、

2 次災害の発生が無いように配慮する中で、可能

な限り早く行う必要があるが、被災地への緊急物

資の搬入を、被災地における食糧等のストックが

無くなる前に行うことを考えると、調査開始日及

び啓開作業開始日は推奨している食料ストック期

路啓開作業マニュアルの策定や各港における啓開

計画の策定にあたって、基礎的な情報を主要工種

毎に整理しその要点をまとめたものである。 

4.2 航路等の啓開作業の手順 

 航路等の啓開作業の手順としては、まず、浮遊

障害物を撤去又は囲い込みし、その次に海底障害

物の調査を行い、障害物を特定して、その障害物

を撤去することを基本とする。障害物の撤去が終

わると、海上保安庁が水深の確認を行い船の通行

を許可することになる。なお、上記手順は港の被

災状況等に応じ、航路を暫定水深で供用する場合

などの段階的啓開作業も含めて、柔軟な対応が必

要となる場合もあることを想定すべきである。 

4.3 浮遊障害物の撤去工及び囲い込み工 

4.3.1 シルプロ工法の採用 

 航路等の啓開を行う際に、最初に取り組まなけ

ればならないのは、浮遊障害物の撤去である。津

波による被災を受けた港湾では水域に広範囲に浮

遊障害物が存在している場合が多く、これらは風

や潮流などにより移動するものであるため、一つ

一つ撤去する方法は効率が悪い場合が多い。この

ため、浮遊障害物を早期に封じ込める方法として、

囲い込み工を用いることが効果的である。囲い込

み工としては、シルプロのような浮遊障害物を囲

い込み集めることができる機材（以下「シルプロ

等」という。）を展張し 2 隻の曳船等で浮遊物を

囲い込むようにして集める工法（以下「シルプロ

工法」という。）を標準的な方法として提案する。

このシルプロ工法は、特に木材の取扱いが多いな

ど大量の浮遊障害物の発生が予想される港湾等に

おいてより効果が大きい。封じ込めに必要な資機

材については、曳船 2隻とシルプロ等１張を 1セ

ットとして、予め港湾等に 1セット準備しておく

ことが好ましい。この際のシルプロ等の長さは図

－９のような展張時の弛みを考慮して主要航路の

幅の 1.5 倍程度以上が適切である。なお、シルプ

ロ工法で集めた浮遊障害物を暫くの間そのまま海

上で囲い込むことがあることも考慮しておく必要

がある。

4.3.2 オレンジバケット方式又はバックホウ

の採用 

 浮遊要害物の撤去工では、起重機船にオレンジ

バケットを装着た起重機船やガット船により海上

側から掴み上げて撤去する方法と、岸壁や物揚場

付近のものをフォークアタッチメント付きバック

ホウにより陸上から掴み上げる方法とを適切に組

み合わせて行うことが効果的である。この際には

浮遊障害物の漂流位置や囲い込み工による囲い込

み状況等を踏まえて検討することが重要である。 

4.4 海底障害物の調査工 

4.4.1 調査範囲及び調査水深 

調査範囲の設定に当たっては、早期に機能回復

が求められる岸壁を特定し、これらの施設を使用

するために必要な航路、泊地及びその隣接水域を

対象とすべきである。ただし、対象とすべき範囲

の水深が特定された岸壁の水深に比して著しく深

い場合には、3.3.2 の分析結果より調査水深の目

安として特定された岸壁の中で最も深い岸壁の水

深よりも 5～10ｍ程度の余裕を持った深さの範囲

図－９ シルプロ工法の展張状況１） 
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として考えた方が良いこと、最低限の投入船団

数の想定の考え方など）を整理・提案した。 

 

5.2 今後の課題 

 本論では、港湾の啓開作業において起重機船団

などの啓開用作業船を早期に投入するためのガイ

ドラインとして取りまとめることができた。しか

しながら、大津波による被災後の航路啓開作業を

より迅速に行うためには、本論を更に深めること

により、航路啓開作業のマニュアル化を進めるこ

とが重要である。その際には、投入必要船団数の

予測精度を上げるための検討や、港湾 BCP と連携

のとれた啓開作業計画の策定などをさらに進める

必要がある。 

また、今回の大津波による被災は、比較的作業

船の在港隻数の少ない地域が被災をしたため、被

災地域外から啓開作業に用いられる作業船が投入

されるなどにより、啓開作業が比較的円滑に進ん

だが、今後予想されている南海トラフ地震のよう

な大規模地震では、作業船の在港隻数の比較的多

い太平洋ベルト地帯にある東京湾、伊勢湾、大阪

湾や瀬戸内の一部でも大きな津波の来襲が予想さ

れることから、啓開用作業船等の資機材の事前確

保の方法や、津波に対する啓開用作業船の被害軽

減方策、回航計画及び港湾内で待機・補給等を行

う基地等の検討が非常に重要であると考えられ、

このための調査研究をさらに進める必要がある。 
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間である 1週間４）が一つの目安になると考えらえ

る。東日本大震災時には、3.5に記述したように、

調査開始日は、早い港では被災後 3～4日目から行

われており、10 港中 8港が 7日目以内となってい

たが、啓開作業の開始日は 10 港中 4 港のみが 7

日目以内であったが、予め平時から啓開作業等の

準備や訓練をすることにより、調査開始日及び啓

開作業開始日を早めるための工夫を行う必要があ

る。 

 啓開作業終了日については、港湾における経済

活動の早期復旧を進めるために出来る限り短期間

に終了することが好ましい。東日本大震災時には、

震災から2か月以内で10港中8港が当面の啓開作

業を終えているが、啓開作業は災害時の初動対応

が一段落し災害復旧や復興の作業が本格化する前

に終了するよう努めるべきであると考えられる。

啓開作業の期間は障害物の状況によっても変わり、

また、震災後の天候・余震などの状況にも影響を

受けるものである。しかし、3.5 で記述したよう

に、復旧・復興作業を本格的に議論する復興会議

の第一回会議の開催が遅いところで震災発生後 2

ヶ月余り経過していることを考えると、ある程度

の作業の休止を余儀なくされる時間を加味しつつ

も遅くとも 2ヶ月を目安に啓開作業が終了できる

よう事前の準備や訓練などを進めておくことが重

要であると考えられる。 

 

4.7 大規模震災に対応した啓開計画の策定 

 全国各地の港湾においては、大規模震災時に港

湾活動を早期に復旧させ、港湾を中心とした経済

活動に大きな支障をもたらさないようにするため、

ビジネス・コンティニュー・プラン（BCP）の策定

を進めているが、航路啓開作業は、震災後の港湾

機能の復旧に先行してまず行われなければならな

い重要な作業である。このため、BCP と連携のと

れた大規模震災時の航路啓開作業計画を策定して

おく必要がある。 

 港湾の啓開作業においては、起重機船団などの

啓開を行う作業船を早期に投入することの重要性

が明らかになったが、東北の被災地内の作業船は

被害を受けたり作業員が集まらなかったりしたた

め、大半の作業船は東北地方太平洋側以外の地域

から投入されていた。 

今後、南海トラフ地震等の巨大地震時の津波は、

比較的起重機船などの在港が多い太平洋ベルト地

帯や東京湾、伊勢湾、大阪湾などにもある程度の

影響を与える可能性があるため、啓開用の作業船

等の資機材の事前確保の方法や、津波に対する作

業船の被害軽減方策、さらに作業船を現地に投入

するための回航計画及び各港湾内で待機・補給等

を行う基地等の検討が非常に重要であると考えら

れ、このための調査研究をさらに進める必要があ

る。 

 

５．まとめ及び今後の課題 

5.1 まとめ 

本論では、今後発生が議論されている南海トラ

フ地震などの巨大地震に伴う大津波に対して、早

期に港湾機能を回復させるために必要不可欠な航

路啓開作業について、ガイドラインを取りまとめ

た。ガイドラインの主な要点は以下のとおりであ

る。 

①啓開作業の標準的な手順を明らかにした 

②浮遊障害物の撤去方法と封じ込め方法（効率的

な封じ込めのためにはシルプロを用いる方法

が有効であることなど）を整理、提案した。 

③海底障害物の調査方法、調査水深、調査資機材

（効率的な調査のためにはＮＭＢが有効であ

ることなど）を明らかにした。 

④海底障害物及び浮遊障害物の撤去方法と投入船

団数の想定の考え方（吊上げ方式と掴み上げ方

式があること、啓開作業には起重機船団を基本
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として考えた方が良いこと、最低限の投入船団

数の想定の考え方など）を整理・提案した。 

 

5.2 今後の課題 

 本論では、港湾の啓開作業において起重機船団

などの啓開用作業船を早期に投入するためのガイ

ドラインとして取りまとめることができた。しか

しながら、大津波による被災後の航路啓開作業を

より迅速に行うためには、本論を更に深めること

により、航路啓開作業のマニュアル化を進めるこ

とが重要である。その際には、投入必要船団数の

予測精度を上げるための検討や、港湾 BCP と連携

のとれた啓開作業計画の策定などをさらに進める

必要がある。 

また、今回の大津波による被災は、比較的作業

船の在港隻数の少ない地域が被災をしたため、被

災地域外から啓開作業に用いられる作業船が投入

されるなどにより、啓開作業が比較的円滑に進ん

だが、今後予想されている南海トラフ地震のよう

な大規模地震では、作業船の在港隻数の比較的多

い太平洋ベルト地帯にある東京湾、伊勢湾、大阪

湾や瀬戸内の一部でも大きな津波の来襲が予想さ

れることから、啓開用作業船等の資機材の事前確

保の方法や、津波に対する啓開用作業船の被害軽

減方策、回航計画及び港湾内で待機・補給等を行

う基地等の検討が非常に重要であると考えられ、

このための調査研究をさらに進める必要がある。 
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間である 1週間４）が一つの目安になると考えらえ

る。東日本大震災時には、3.5に記述したように、

調査開始日は、早い港では被災後 3～4日目から行

われており、10 港中 8港が 7日目以内となってい

たが、啓開作業の開始日は 10 港中 4 港のみが 7

日目以内であったが、予め平時から啓開作業等の

準備や訓練をすることにより、調査開始日及び啓

開作業開始日を早めるための工夫を行う必要があ

る。 

 啓開作業終了日については、港湾における経済

活動の早期復旧を進めるために出来る限り短期間

に終了することが好ましい。東日本大震災時には、

震災から2か月以内で10港中8港が当面の啓開作

業を終えているが、啓開作業は災害時の初動対応

が一段落し災害復旧や復興の作業が本格化する前

に終了するよう努めるべきであると考えられる。

啓開作業の期間は障害物の状況によっても変わり、

また、震災後の天候・余震などの状況にも影響を

受けるものである。しかし、3.5 で記述したよう

に、復旧・復興作業を本格的に議論する復興会議

の第一回会議の開催が遅いところで震災発生後 2

ヶ月余り経過していることを考えると、ある程度

の作業の休止を余儀なくされる時間を加味しつつ

も遅くとも 2ヶ月を目安に啓開作業が終了できる

よう事前の準備や訓練などを進めておくことが重

要であると考えられる。 

 

4.7 大規模震災に対応した啓開計画の策定 

 全国各地の港湾においては、大規模震災時に港

湾活動を早期に復旧させ、港湾を中心とした経済

活動に大きな支障をもたらさないようにするため、

ビジネス・コンティニュー・プラン（BCP）の策定

を進めているが、航路啓開作業は、震災後の港湾

機能の復旧に先行してまず行われなければならな

い重要な作業である。このため、BCP と連携のと

れた大規模震災時の航路啓開作業計画を策定して

おく必要がある。 

 港湾の啓開作業においては、起重機船団などの

啓開を行う作業船を早期に投入することの重要性

が明らかになったが、東北の被災地内の作業船は

被害を受けたり作業員が集まらなかったりしたた

め、大半の作業船は東北地方太平洋側以外の地域

から投入されていた。 

今後、南海トラフ地震等の巨大地震時の津波は、

比較的起重機船などの在港が多い太平洋ベルト地

帯や東京湾、伊勢湾、大阪湾などにもある程度の

影響を与える可能性があるため、啓開用の作業船

等の資機材の事前確保の方法や、津波に対する作

業船の被害軽減方策、さらに作業船を現地に投入

するための回航計画及び各港湾内で待機・補給等

を行う基地等の検討が非常に重要であると考えら

れ、このための調査研究をさらに進める必要があ

る。 

 

５．まとめ及び今後の課題 

5.1 まとめ 

本論では、今後発生が議論されている南海トラ

フ地震などの巨大地震に伴う大津波に対して、早

期に港湾機能を回復させるために必要不可欠な航

路啓開作業について、ガイドラインを取りまとめ

た。ガイドラインの主な要点は以下のとおりであ

る。 

①啓開作業の標準的な手順を明らかにした 

②浮遊障害物の撤去方法と封じ込め方法（効率的

な封じ込めのためにはシルプロを用いる方法

が有効であることなど）を整理、提案した。 

③海底障害物の調査方法、調査水深、調査資機材

（効率的な調査のためにはＮＭＢが有効であ

ることなど）を明らかにした。 

④海底障害物及び浮遊障害物の撤去方法と投入船

団数の想定の考え方（吊上げ方式と掴み上げ方

式があること、啓開作業には起重機船団を基本
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A research of means and integral equipment for channel clearing 
operations after a large-scale tsunami disaster 

 
ABSTRACT：Channel cleaning is essential operation for early restoration of port function after a 
large tsunami disaster. It is very important to prepare a planning and equipment integral for 
such clearing operations, with the anticipation of a great earthquake with tsunami like 
East-South-sea Great Earthquake in the future. Therefore, this report proposes the means and 
integral equipment for the clearing operations learned from the experiences of East Japan Great 
Earthquake Disaster on March 11, 2011. 
KEYWORDS：Tsunami, Channel Cleaning Operation, Restoration of Port, Crane Barge 
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